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議第 15号議案  

  

   「特別自治市」の早期実現に関する決議  

 

 「特別自治市」の早期実現に関し、決議するため、次のとおり提出する。  

  

   令和４年２月 18日提出  

  

大都市行財政制度特別委員会   

委員長  横  山  勇太朗     



「 特 別 自 治 市」 の 早 期実 現 に 関す る 決 議  

 

現 行 の 指 定 都 市 制 度 は 、 暫 定 的な 制 度 とし て 創 設 さ れて か ら 65年 が 経 過し 、 道

府 県 と の 二 重行 政 や 不 十 分 な 税 制上 の 措置 な ど 、 多 くの 課 題 を抱 え て おり 、 大 都

市 が そ の 潜 在能 力 を 十 分 に 発 揮 でき る よう な 制 度 的 な位 置 付 けが な さ れて い な い。 

3 7 7万 市 民 を 擁 す る 大 都 市 横 浜 が 、今 後も 持続 可 能 な 都 市経 営 を 進め 、日 本 経

済 の 成 長 を 牽 引 し て い く た め に は 、 大 都市 制 度 の 抜 本的 な 改 革が 必 要 であ る 。  

本 市 で は 、 平 成 25年 ３ 月 に 、 市会 に お ける 議 論 を 経 て、 新 た な大 都 市 制度 で あ

る 特 別 自 治 市制 度 の 基 本 的 考 え 方を と りま と め た 「 横浜 特 別 自治 市 大 綱」 を 策 定

し た 。令 和 ３ 年 ３ 月 に は 、「 横 浜 特 別 自 治市 大 綱 」を ８年 ぶ り に改 訂 し 、特 別 自 治

市 実 現 の た めの 立 法 化 や 具 体 的 なプ ロ セス を 明 確 に する と と もに 、 第 30次 地 方 制

度 調 査 会 で 指摘 さ れ た特 別 自 治 市に つ いて 検 討 す べ き課 題 に つい て 、 本市 の 考 え

方 を 提 示 し た。  

さ ら に 、 令 和 ３ 年 11月 10日 に 、本 市 を はじ め 16市 の 指定 都 市 市長 が 参 加す る 指

定 都 市 市 長 会「 多 様 な 大 都 市 制 度実 現 プロ ジ ェ ク ト 」が 特 別 自治 市 制 度の 法 制 化

案 や 実 現 に 向け て の 機 運 醸 成 な ど を 盛 り込 ん だ 最 終 報告 を ま とめ た 。  

ま た 、 全 国 市 議 会 議 長 会 指 定 都市 協 議 会に お い て も 、令 和 ３ 年 11月 10日 に 「 多

様 な 大 都 市 制度 の 早 期 実 現 」 に つ い て 国等 に 要 望 を 行っ て い る。  

一 方 、 神 奈 川 県 に お い て は 、 特別 自 治 市制 度 の 課 題 も含 め 県 と指 定 都 市の あ り

方 や 広 域 自 治 体 の 役 割 に つ い て 検討 す るた め 、 令 和 ３年 ６ 月 に有 識 者 で構 成 さ れ

る 「 特 別 自 治市 構 想 等 大 都 市 制 度に 関 する 研 究 会 」 が設 置 さ れ、 同 年 11月 26日 に

県 知 事 に 報 告書 が 手 交 さ れ た 。  

こ れ ま で も 横浜 市 会 で は 、 平 成 23年 12月 16日 に 、 特 別自 治 市 の創 設 を 強 く 要 望

す る 新 た な 大都 市 制 度 で あ る 「 特別 自 治市 」 創 設 に 関す る 決 議を 議 決 する と と も

に 、 令 和 ３ 年６ 月 ４ 日 に は 、 地 域 の 実 情に 応 じ た 多 様な 大 都 市制 度 を 選択 で き る

よ う 要 望 す る「 特 別 自 治 市 制 度 の早 期 実現 を 求 め る 意見 書 」 を議 決 し 、衆 参 両 議

院 議 長 や 内 閣 総 理 大 臣 等 に 提 出 し て い る。  

よ っ て 、 横 浜 市 会 は 、本 市 を 取り 巻 く 各方 面 に お い て大 都 市 制度 改 革 の議 論 が

盛 ん に な っ てい る 今 、 改 め て 、 国等 に おい て 、 速 や かに 特 別 自治 市 の 制度 化 に 向



け た 議 論 を 始め る な ど 特 別 自 治 市の 早 期実 現 に 向 け た取 組 を 加速 さ せ るこ と を 強

く 要 望 す る 。  

以 上 、 決 議 す る 。  

 

   令 和 ４年 ２ 月 18日  

 

横 浜 市 会    


